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既存住宅の改修に伴う減額の申告についていずれの減額制度
も申告が必要です

　耐震改修やバリアフリー改修など、一定の要件を満
たす既存住宅の改修については、申告により固定資産
税が減額されます。

耐震改修工事をした住宅

　昭和 57 年１月１日以前に建築された住宅で、平成
32 年３月 31 日までに耐震改修工事（工事費 50 万
円超）をした場合、翌年度の固定資産税が、住宅部分
120㎡分までを限度に２分の１減額されます。
　また、改修する住宅が「通行障害既存耐震不適格建
築物（青森県地域防災計画で緊急輸送道路に位置付け
られた道路にその敷地が接する建物のうち、地震に
よって倒壊した場合に道路通行を妨げる建築物）」に
該当する場合は、２年度分減額されます。

バリアフリー改修工事をした住宅

　新築から 10 年以上経過し、
改修後の床面積が 50㎡以上
280㎡以下の住宅（貸家部分
を除く）で、平成 32 年３月
31 日までに、バリアフリー
改修工事（自己負担工事費 50 万円超）をした場合、
当該住宅に係る翌年度の固定資産税が 100㎡分まで
を限度に３分の１減額されます。
▽要件　次のいずれかの人が居住している住宅
① 65 歳以上の人
②要介護認定または要支援認定を受けている人

③身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けて
いる人
▽対象工事　廊下の拡幅／階段のこう配の緩和／浴室
の改良／便所の改良／手すりの取り付け／床の段差の
解消／引き戸への取り替え／床表面の滑り止め化

省エネ改修工事をした住宅

　平成 20 年１月１日に存在し、改修後の床面積が
50㎡以上 280㎡以下の住宅（貸家部分を除く）で、
平成 32 年３月 31 日までに、一定の省エネ改修工事

（自己負担工事費 50 万円超）をした場合、当該住宅
に係る翌年度の固定資産税が 120㎡分までを限度に
３分の１減額されます。
▽対象工事　窓の改修工事（必須）／床の断熱改修工
事／天井の断熱改修工事／壁の断熱改修工事（外気な
どと接するものの工事に限る）

～共通事項～
○申告書添付書類についてはお問い合わせく
ださい。

　　○減額措置を受けるためには、改修後３カ月
　　以内に申告が必要ですので、ご注意ください。

○申告書は市ホームページに掲載しているほ
か、資産税課（市役所２階）でも配布してい
ます。

■問い合わせ・申告先　資産税課家屋係（☎
40・7029）

　　○減額措置を受けるためには、改修後３カ月
　　以内に申告が必要ですので、ご注意ください。

　副市長、教育長、教育委員、監査委員の選任は、５月 18日に開催された平成 30年第２回市議会臨時
会で同意されました。なお、法律の改正により今回から、これまでの教育委員長と教育長を一本化し、教
育長となります。また、代表監査委員は21日の監査委員協議会で次のように決まりました。

～副市長、教育長、各委員の紹介～新体制で市政を運営     

◆監査委員

代表監査委員　菊地　直光
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【経歴】昭和 58年弘前市に採用。
都市整備部区画整理課長、都市環
境部都市政策課長兼交通政策推進
室長、財務部財務政策課長、農業
委員会事務局長を歴任。

【経歴】昭和57年青森県教育委員会
に採用。青森県総合社会教育センター
学習情報課長、県立弘前中央高等学
校教頭（定時制課程）、県教育庁学校
教育課副参事、県立木造高等学校長、
県立弘前中央高等学校長を歴任。

外国人観光客受入環境整備事業費補助金外国人観光客への
おもてなしを

　パンフレット・ホームページ・メニュー・案内表示
の外国語表記、Wi-Fi 利用環境や外国人向け電子決済
システムの整備など、外国人観光客の受入環境を向上
させる取り組みを支援します。
▽募集期間　随時（先着順で、予算に達した時点で受
け付け終了）
▽対象者　市内で観光業、宿泊業、飲食業、旅客運送業、
レンタカー業などの観光関連事業を営んでいる事業者

（市税等の滞納者を除く）
▽対象事業 
①市内にある施設の案内表示、誘導表示などの案内表
示に係る外国語表記の整備
②市内の観光情報が記載されているパンフレット、ホー
ムページなどの情報発信に係る外国語表記の整備
③市内で使用できる Wi-Fi 利用環境や外国人向け電子

決済システムの整備
④その他市内における外国人観光客の受入環境の向上
に資する取り組み
▽対象経費　消耗品費、印刷製本費、手数料、筆耕翻
訳料、委託料、工事請負費、備品購入費、その他市長
が必要と認めるもの
※原則として市内業者への発注に限る。
▽補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額の合
計額の２分の１に相当する額、または 10 万円のいず
れか少ない額
※提出書類などの詳細について
は、市ホームページをご覧くだ
さい。
■問い合わせ先　国際広域観光
課（☎ 40・7017）

◆教育委員会委員

教育長　　　　　　吉田　健
教育長職務代理者　前田　幸子
委員　　　　　　　澤田　美彦
　　　　　　　　　高木　恵美子
　　　　　　　　　村谷　要

　社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生に理解を深め、それぞれの立
場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築
こうとする全国的な運動です。
　『犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築く
ための取組を進めよう』『犯罪や非行をした人たち
の立ち直りを支えよう』の２つを行動目標として掲
げ、「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業
の数を増やすこと」「帰るべき場所がないまま、刑
務所から社会に戻る人の数を減らすこと」「薬物依
存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環

社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

みんなで支え合い
明るい社会に

境を作ること」「犯罪をした高齢者・障がい者などが、
社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること」

「非行少年等が学びを継承できる環境を作ること」を
重点事項に運動を展開します。この機会に、立ち直ろ
うとする人を受け入れ、支えるために何ができるか考
え、できることから始めてみましょう。
　７月は強調月間として、決起大会を行います。皆さ
んの参加をお待ちしています。
▽とき　７月１日（日）、午前 10 時 30 分～正午
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）
■問い合わせ先　福祉政策課（☎ 40・7037）

　弘前駅前北地区都市再生住宅の入居者を募集しま
す。なお、中堅所得者向けの住宅となります。
▽対象住宅　弘前駅前北地区都市再生住宅（８階建・
エレベーターあり）
▽対象戸数　11 戸（1LDK ＝３戸、2LDK-A ＝
５戸、2LDK-B ＝３戸）
※ 1LDK は単身者向け、2LDK-A・B は家族世帯
専用です。
▽住宅使用料（家賃）　１LDK ＝月額５万 800 円
～ 5 万 8,900 円、2LDK-A ＝月額 6 万 400 円～
7 万 1,300 円、2LDK-B は 5 万 9,600 円～ 7 万
円
※収入により使用料に違いがあります。また、この
住宅は中堅所得者（直近１年間の総収入額から各

弘前駅前北地区都市再生住宅一般入居者募集
（随時募集）

希望者は
申し込みを

種所得控除した額の「12
分の 1」の額が、月額収
入 15 万 8,000 円を超え
48 万 7,000 円以下の者）
が対象の住宅となります。
▽申請書交付期間　随時
▽申請期間　随時受け付
け
▽決定方法　申請者に入
居を希望する部屋を先着
順に選択してもらい、空
室がなくなり次第、募集を終了します。
■問い合わせ・申込先　区画整理課（駅前町、ヒロロ
3 階、☎ 34・3233 ）
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